
  

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
お
い
て
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
者
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
条
例
で
定
め
る
特
に

重
要
な
公
の
施
設
の
廃
止
に
つ
い
て
、
公
の
施
設
で
あ
っ
た
施
設
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
う
企
業
の
民
営
化
等
に

よ
り
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
住
民
の
利
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
議
会
に
お
い

て
認
め
る
と
き
を
除
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

（
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

二 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


